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司
　

は
じ
め
に

二
〇
世
紀
初
頭
の
敦
煌
漢
簡
の
発
見
以
来
、
中
国
で
は
簡
牘
資
料
が
陸
続
と
発
見
さ
れ
て
い
る①

。
こ
れ
ら
の
簡
牘
資
料
に
は
多
く
の

公
文
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
典
籍
史
料
で
は
窺
い
得
な
か
っ
た
文
書
行
政
の
具
体
像
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
代
公
文
書
の
書
式
や
記
載
形
式
も
そ
の
一
つ
で
あ
る②

。

漢
代
の
公
文
書
で
は
命
令
を
下
達
す
る
場
合
、「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
と
い
う
文
言
で
文
書
の
下
達
先
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
文
言
は
「
Ａ　

Ｂ
に
告
げ
Ｃ
に
謂
う
（
Ａ
が
Ｂ
と
Ｃ
の
両
方
に
下
達
す
る
）」
の
意
味
で
、「
告
」
と
「
謂
」
は
下
達
対
象
者
の
身
分
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
大
庭
脩
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た③

。
こ
の
解
釈
は
、
以
後
、
通
説
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る④

。

こ
の
大
庭
の
指
摘
に
対
し
て
、
近
年
異
論
が
提
示
さ
れ
た
。
竺
沙
雅
章
は
、
後
世
の
下
行
文
書
の
場
合
複
数
の
官
名
が
並
ん
で
い
る

と
甲
か
ら
乙
へ
と
の
伝
達
の
順
を
示
す
の
が
普
通
で
あ
り
、
ま
た
「
告
甲
謂
」
の
語
法
だ
と
「
甲
に
告
げ
て
謂
う
」
と
読
む
方
が
無
理

が
な
い
と
思
わ
れ
る
と
し
て
、「
告
甲
謂
乙
」
を
取
り
敢
え
ず
「
甲
を
通
じ
て
乙
に
通
達
し
た
」
と
解
し
た⑤

。
そ
の
後
、
籾
山
明
は
里
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耶
秦
簡
の
下
達
文
書
に
見
え
る
「
Ａ
敢
告
Ｂ
告
Ｃ
」
と
い
う
文
言
は
「
Ａ
が
Ｂ
に
命
ず
る
『
Ｃ
に
言
え
』」
の
意
味
で
あ
っ
て
「
Ａ
が

Ｂ
と
Ｃ
に
告
ぐ
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
、
そ
れ
故
、
通
説
の
当
否
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る⑥

。

本
稿
は
こ
の
竺
沙
と
籾
山
の
問
題
提
起
を
承
け
て
、「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
に
対
す
る
通
説
的
解
釈
の
当
否
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る⑦

。

な
お
、
漢
簡
に
見
え
る
官
名
に
つ
い
て
は
次
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

《
漢
代
辺
境
地
帯
統
治
組
織
図
》

　
　

郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　

郷

　
　
　

 

太
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

令
（
長
）　　
　
　
　
　

嗇
夫

　
　
　

 

長
史　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    
丞　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

 

丞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    
尉　
　
　
　
　

       

部　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

候
長
・
候
史　
　
　
　
　
　
　
　

     

　
　
　
　

都
尉
府　
　
　
　
　
　
　

候
官　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

燧　
燧
長　

　
　
　
　
　

都
尉
・
丞　
　
　
　
　
　
　

候
（
鄣
候
・
塞
候
）　　
　
　
　
　

  

燧　
燧
長　

　
　
　
　
　

城
尉　
　
　
　
　
　
　
　
　

尉
（
塞
尉
）　　
　
　
　
　
　
　
　

  

燧　
燧
長　

　
　
　
　
　

勧
農
掾　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

燧　
燧
長　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

県⑧　

  　
　
　
　
　
　

 　
　

   　
   

燧　
燧
長　
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一　

漢
簡
に
よ
る
検
証

「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
に
対
す
る
大
庭
の
解
釈
と
籾
山
の
指
摘
に
つ
い
て
、
そ
の
読
み
方
と
文
書
下
達
経
路
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

《
大
庭
》「
Ａ　

Ｂ
に
告
げ
Ｃ
に
謂
う
」　　

：

Ａ
が
Ｂ
と
Ｃ
に
下
達　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ　
　

　

Ｂ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

  　

Ｃ

《
籾
山
》「
Ａ　

Ｂ
に
告
ぐ
『
Ｃ
に
謂
え
』」

：
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て
Ｃ
へ
の
再
下
達
を
命
令　
　

Ａ　
　
　

Ｂ　
　
　

Ｃ

以
下
、
本
稿
で
は
前
者
を
並
行
下
達
説
、
後
者
を
再
下
達
命
令
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
里
耶
秦
簡
を
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ

の
再
下
達
命
令
説
が
漢
簡
に
も
適
合
す
る
の
か
、
漢
簡
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
。
漢
簡
で
は
「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
の
他
に
も
「
Ａ
下
Ｂ
」

「
Ａ
告
Ｂ
」「
Ａ
謂
Ｂ
」
な
ど
の
形
（
以
下
、
秦
簡
・
漢
簡
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
形
の
文
言
を
ま
と
め
て
「
下
達
文
言
」
と
呼
ぶ⑨
）
も
あ
る
の
で
、「
Ａ

告
Ｂ
謂
Ｃ
」
以
外
の
下
達
文
言
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
初
め
に
、
発
信
者
別
に
下
達
文
言
の
型
を
挙
げ
、
並
行
下
達
説

と
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
し
た
場
合
の
下
達
経
路
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
上
で
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
太
守
発
信
文
書
】

１　
　

三
月
丙
午
、
張
掖
長
史
延
行
大
守
事
・
肩
水
倉
長
湯
兼
行
丞
事
、
下
屬
國
・
農
・
部
都
尉
・
小
府
・
縣
官
。
承
書
從
事
、

　
　
　

下
當
用
者
、
如
詔
書
。
／
守
屬
宗
・
助
府
佐
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   10

・32(A33)
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２　
　

二
月
戊
寅
、
張
掖
太
守
福
・
庫
丞
承
熹
兼
行
丞
事
、
敢
告
張
掖
・
農
都
尉
・
護
田
校
尉
府
卒
人
、
謂
縣
。
律
曰⑩

、
臧
官
物
、

 　
　

   　

＝
非

　
　
　

錢
者
、
以
十
月
平
賈
計
。
案
戍
田
卒
受
官
袍
衣
物
、
貪
利
貴
賈
、
貰
予
貧
困
民
。
吏
不
禁
止
、
浸
益
多
。
又
不
以
時

　
　
　
　

＝
驗
問　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  4

・1(A
8)

３　
　

七
月
庚
申
、
敦
煌
太
守
弘
・
長
史
章
・
守
部
候
脩
仁
行
丞
事
、
謂
縣
。
寫
移
。
書
到
、
具
移
康
居
蘇
擅
王
使
者
楊
伯
刀

　
　
　
　

等
獻
橐
佗
食
用
穀
數
。
會
月
廿
五
日
。
如
律
令
。　
　

／
掾
登
・
屬
建
・
書
佐
政
光IID

X
T

216
②

:882

／
一
五
五

《
並
行
下
達
説
》

１　
　

張
掖
太
守
・
丞 　
　
　
　
　
　
「
下
」 　　
　

屬
國
都
尉
・
農
都
尉
・
部
都
尉
・
小
府
・
県

２　
　

張
掖
太
守
・
丞 　
　
　
　
　
　
「
敢
告
」 　　

張
掖
都
尉
・
農
都
尉⑪

・
護
田
校
尉

　
　
　
　
　
　
　
　

 　

    　
　
　
　
　
「
謂
」　　
　

県

３　
　

敦
煌
太
守
・
長
史
・
丞 　
　
　
「
謂
」　　
　

県

《
再
下
達
命
令
説
》

１　
　

張
掖
太
守
・
丞 　
　
　
　
　
　
「
下
」　　
　

屬
國
都
尉
・
農
都
尉
・
部
都
尉
・
小
府
・
県

２　
　

張
掖
太
守
・
丞 　
　
　
　
　
　
「
敢
告
」　　

張
掖
都
尉
・
農
都
尉
・
護
田
校
尉 　
　
　
　
「
謂
」　　
　
　
　
　
 
県
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３　
　

敦
煌
太
守
・
長
史
・
丞 　
　
　
「
謂
」　　
　

県

【
都
尉
発
信
文
書
】

　
　

４　
　

八
月
戊
辰
、
張
掖
居
延
城
司
馬
武
以
近
秩
次
行
都
尉
文
書
事
以
居
延
倉
長
印
封
・
丞
邯
・
下
官
・
縣
。
承
書
從
事
、

　
　
　
　
　
　

＝
下

　
　
　
　
　

當
用
者
。
上
赦
者
人
數
罪
別
之
、
如
詔
書
。
書
到
言
。
毋
出
月
廿
八
。     

掾
陽
・
守
屬
恭
・
書
佐
況　

E.P.F22:68　

　

      　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

　
　

５　
　

建
武
八
年
三
月
己
丑
朔　
　

張
掖
居
延
都
尉
諶
・
行
丞
事
城
騎
千
人
躬
、
告
勸
農
掾
禹
、
謂
官
・
縣
。

　
　
　
　
　

令
以
春
祠
社
稷
。
今
擇
吉
日
如
牒
。
書
到
、
令
丞
循
行
、
謹
修
治
社
稷
、
令
鮮
明
。
令
丞
以
下
當　
　

  E.P.T
20:4A

　
　

６　
　

五
月
丙
寅
、
居
延
都
尉
徳
・
庫
守
丞
常
樂
兼
行
丞
事
、
謂
甲
渠
塞
候
。
寫
移
。
書
到
、
如
大
守
府

           　

     

書
律
令
。    

／
掾
定
・
守
卒
史
奉
親　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

E.P.T
51:190A

《
並
行
下
達
説
》

４　
　

居
延
都
尉
・
丞 　
　
　
「
下
」　　
　

官
（
候
官
）・
県

５　
　

居
延
都
尉
・
丞 　
　
　
「
告
」　　
　

勸
農
掾

　
　
　
　
　
　

 　
　
　

　
　

　

「
謂
」　　
　

官
（
候
官
）・
県

６　
　

居
延
都
尉
・
丞 　
　
　
「
謂
」　　
　

甲
渠
塞
候
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《
再
下
達
命
令
説
》

４　
　

居
延
都
尉
・
丞 　
　
　
「
下
」 　
　
    
官
（
候
官
）・
県

５　
　

居
延
都
尉
・
丞 　
　
　
「
告
」 　
　

   

勸
農
掾 　
　
　
　
「
謂
」　　
　
官
（
候
官
）・
県

６　
　

居
延
都
尉
・
丞 　
　
　
「
謂
」　

 　

   

甲
渠
塞
候

【
鄣
候
発
信
文
書
】

７　
　

閏
月
庚
申
、
肩
水
士
吏
横
以
私
印
行
候
事
、
下
尉
・
候
長
。
承
書
從
事
、
下

　
　
　

當
用
者
、
如
詔
書
。
／
令
史
得　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

    　
　

10

・31(A33)

８　
　

十
月
壬
寅
、
甲
渠
鄣
候
喜
、
告
尉
、
謂
不
侵
候
長
赦
等
。

　
　
　

寫
移
。
書
到
、
趣
作
治
已
成
言
。
會
月
十
五
日
、
詣
言
府
。
如
律
令
。
／
士
吏
宣
・
令
史
起　

    

139

・36

＋142

・33(A8)

９　
　

九
月
戊
寅
、
甲
渠
候　

以
私
印
行
事
、
告
塞
尉
。
寫
移
書
。
書
〼

　
　
　

吏
功
、
毋
失
期
。
它
如
府
書
律
令
。　
　

／
令
史
勝
之
・
尉
史
充
國　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       E.P.T
57:48

10　
　

元
延
二
年
十
月
壬
子
、
甲
渠
候
隆
、
謂
第
十
候
長
忠
等
。
記
到
、
各
遣
將
廩　
　
　
　
　
　
　
　
　

   214

・30(A8)



秦漢時代公文書の下達形態　鷹取祐司

7

《
並
行
下
達
説
》

７　
　

肩
水
候　
　
　
　
「
下
」　　
　
 
塞
尉
・
候
長

８　
　

甲
渠
鄣
候　
　
　
「
告
」　　
　

 

塞
尉

　
　
　
　
　

 　
　
　
　

   「
謂
」　　
　

 

不
侵
候
長
等

９　
　

甲
渠
候　
　
　
　
「
告
」　　
　
 
塞
尉

10　
　

甲
渠
候　
　
　
　
「
謂
」　　
　

 

第
十
候
長
等

《
再
下
達
命
令
説
》

７　
　

肩
水
候　
　
　
　
「
下
」　　
　
 
塞
尉
・
候
長

８　
　

甲
渠
鄣
候　
　
　
「
告
」　　
　

 
塞
尉　
　
　
　
「
謂
」　　
　
    
不
侵
候
長
等

９　
　

甲
渠
候　
　
　
　
「
告
」　　
　

 

塞
尉

10　
　

甲
渠
候　
　
　
　
「
謂
」　　
　

 

第
十
候
長
等

簡
１
・
簡
４
・
簡
７
は
詔
書
の
下
達
を
命
じ
る
詔
後
行
下
の
辞
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
他
の
簡
は
詔
書
以
外
の
文
書
を
下
達
し
た
も
の

で
あ
る
。
詔
書
の
場
合
は
「
下
」
を
、
詔
書
以
外
の
場
合
は
「
告
」「
謂
」
を
用
い
る
と
い
う
使
い
分
け
が
存
在
す
る⑫

。
さ
て
、
両
説

の
下
達
経
路
を
比
べ
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
で
き
る

一
、
再
下
達
命
令
説
で
は
、
同
じ
Ａ
か
ら
Ｃ
へ
の
下
達
で
あ
り
な
が
ら
、「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
と
「
Ａ
下
Ｃ
」「
Ａ
謂
Ｃ
」
と
で
異
な
る

下
達
経
路
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
都
尉
発
信
文
書
に
お
け
る
候
官
・
県
、
鄣
候
発
信
文
書
に
お
け
る
候
長
は
、「
Ａ
下
Ｃ
」「
Ａ
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謂
Ｃ
」
の
形
を
取
る
簡
４
・
簡
６
、
簡
７
・
簡
10
で
は
そ
れ
ぞ
れ
都
尉
、
鄣
候
か
ら
直
接
下
達
さ
れ
て
い
る
が
、「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
の

形
を
取
る
簡
５
、
簡
８
で
は
そ
れ
ぞ
れ
勸
農
掾
、
塞
尉
を
介
し
て
下
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
じ
二
つ
の
官
署
間
で
異
な
る
下
達
経

路
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
簡
７
で
は
塞
尉
と
候
長
が
い
わ
ば
並
列
の
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、
簡
８
で
は
縦

の
関
係
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
簡
７
・
簡
９
・
簡
10
で
は
共
に
候
官
か
ら
直
接
下
達
さ
れ
る
位
置
に
あ
る
塞
尉
と
候
長
が
、「
Ａ
告
Ｂ

謂
Ｃ
」
と
記
さ
れ
る
簡
８
の
場
合
だ
け
候
官

←

塞
尉

←

候
長
と
い
う
縦
関
係
に
な
る
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
並

行
下
達
説
で
は
同
じ
二
つ
の
官
署
間
で
異
な
る
下
達
経
路
が
存
在
す
る
こ
と
は
無
い
。

二
、「
告
」「
謂
」
の
使
い
分
け
が
再
下
達
命
令
説
で
は
説
明
で
き
な
い
。
下
達
文
言
に
「
告
」
と
「
謂
」
が
両
方
と
も
現
れ
る
場
合

は
、
簡
５
・
簡
８
・
後
掲
簡
13
の
よ
う
に
必
ず
「
告
…
謂
…
」
の
順
と
な
り
、
逆
の
「
謂
…
告
…
」
と
な
る
例
が
無
い⑬

と
い
う
こ
と
は
、

「
告
」
と
「
謂
」
に
何
ら
か
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
再
下
達
命
令
説
で
は
、直
接
の
下
達
対
象
者
に
対
し
て
は
「
告
」
を
、

再
下
達
命
令
と
し
て
「
…
に
言
え
」
と
い
う
場
合
に
は
「
謂
」
を
使
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
例
え
ば
簡
３
・
簡
６
・
簡
10
の
よ

う
に
「
告
」
を
含
ま
な
い
場
合
は
直
接
の
下
達
対
象
者
に
対
し
て
も
「
謂
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、「
告
」
の
有
無
で
「
謂
」
の
表
す
意

味
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
並
行
下
達
説
は
、「
告
…
謂
…
」
の
場
合
も
「
告
」「
謂
」
だ
け
の
場
合
も
受
信
者
の
身
分

の
違
い
に
よ
る
使
い
分
け
と
し
て
説
明
で
き
る
。

三
、
再
下
達
命
令
説
は
簡
牘
の
出
土
状
況
に
合
致
し
な
い
点
が
あ
る
。
簡
２
を
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
す
る
と
、
こ
の
簡
は
県
宛
の

下
達
文
書
と
な
る
が
、
簡
２
が
出
土
し
た
の
は
甲
渠
候
官
址
（
Ａ
８
）
で
あ
る
か
ら
、
再
下
達
命
令
説
で
は
県
宛
の
文
書
が
候
官
か
ら

出
土
し
て
い
る
こ
と
に
な
る⑭

。こ
の
簡
２
と
同
じ
く
都
尉
と
県
が
下
達
文
言
の
目
的
語
と
な
っ
て
い
る
文
書
で
冊
書
を
成
す
例
が
あ
る
。

11　
　

六
月
、張
掖
太
守
毋
適・丞
勲
、敢
告
都
尉
卒
人
、謂
縣
。
寫
移
。
書
到
、趣
報
。
如
御
史
書
律
令
。
敢
告
卒
人
。
／
掾
□・
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＝
守
卒
史
安
國
・
佐
財
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.J.T
1:2

12
ａ　

七
月
壬
辰
、
張
掖
肩
水
司
馬
陽
以
秩
次
兼
行
都
尉
事
、
謂
候
・
城
尉
。
寫
移
。
書
到
、
捜
索
部
界
中
。
毋
有
以
書
言
。

　
　
　
　
　

＝
會
廿
日
。
如
律
令
。
／
掾
遂
、
守
屬
弘
。

　

ｂ　

七
月
乙
未
、
肩
水
候
福
、
謂
候
長
□
□
□
□
。
寫
移
。
書
到
、
捜
索
部
界
中
。
毋
有
以
書
言
。
會
十
五
日
。
須
報
府
。

　
　
　
　
　

＝
毋
□
□
如
律
令
。
／
令
史
□
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.J.T
1:3

こ
の
冊
書
は
肩
水
金
関
址
（
Ａ
32
）
で
出
土
し
た
「
甘
露
二
年
御
史
書
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、簡
11
の
前
に
は
指
名
手
配
書
が
あ
る
。

簡
文
に
肩
水
金
関
を
示
す
文
字
は
無
い
が
、
金
関
址
出
土
簡
に
は
肩
水
候
官
か
ら
関
嗇
夫
へ
の
下
達
文
書
の
例
も
あ
る⑮

の
で
、
こ
の
冊

書
も
肩
水
候
か
ら
肩
水
金
関
へ
下
達
さ
れ
た
も
の
で
、
簡
12
ｂ
の
「
謂
候
長
」
に
続
く
釈
読
不
能
部
分
に
「
関
嗇
夫
」
と
記
載
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
再
下
達
命
令
説
に
よ
る
下
達
経
路
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

11　
　

張
掖
太
守
・
丞            「
敢
告
」             
都
尉 　
　
　
　
　
　

   「
謂
」　　
　
　
　

県

12
ａ　

肩
水
都
尉　
　
　

 　

   「
謂
」                 

候
・
城
尉

12
ｂ　

肩
水
候　
　
　
　
　

    「
謂
」                 
候
長
・〔
肩
水
金
関
〕

再
下
達
命
令
説
で
は
簡
11
を
太
守
が
都
尉
に
対
し
て
県
へ
の
再
下
達
を
命
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
、
簡
11
を
承
け
て
都
尉
が
下
し

た
簡
12
ａ
の
下
達
先
は
県
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
簡
12
ａ
に
記
さ
れ
る
下
達
先
は
候
と
城
尉
で
あ
っ
て
県
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、

簡
11
と
簡
12
ａ
と
を
一
連
の
文
書
下
達
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
並
行
下
達
説
で
の
下
達
経
路
は
次
の
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よ
う
に
な
る
。

11　
　

張
掖
太
守
・
丞            「
敢
告
」             
都
尉

　
　
　
　
　
　
　

                　
「
謂
」                 

県

12
ａ　

肩
水
都
尉                    「
謂
」                 

候
・
城
尉

12
ｂ　

肩
水
候　
　
　
　
　

    「
謂
」                 

候
長
・〔
肩
水
金
関
〕

並
行
下
達
説
で
は
、
簡
11
の
受
信
者
で
あ
る
都
尉
（
肩
水
都
尉
）
が
簡
12
ａ
の
発
信
者
、
簡
12
ａ
の
受
信
者
で
あ
る
候
（
肩
水
候
）
が
簡

12
ｂ
の
発
信
者
と
な
り
、
簡
11
・
簡
12
を
次
の
よ
う
に
一
連
の
文
書
下
達
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

張
掖
太
守
・
丞　
　
　
「
敢
告
」　　
　

肩
水
都
尉　
　
　
「
謂
」　　

　

肩
水
候　
　
　
「
謂
」　
　
　
　

候
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
謂
」 　

　
　

   
県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

城
尉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
肩
水
金
関
〕

　
　
　
　

　
　

  
簡
11　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

簡
12
ａ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

簡
12
ｂ 

さ
ら
に
、
並
行
下
達
説
で
は
簡
11
を
都
尉
と
県
の
両
方
へ
の
下
達
と
解
す
る
こ
と
で
、
簡
11
の
県
は
こ
の
冊
書
そ
の
も
の
の
下
達
経
路

（
右
図
太
字
部
分
）
と
は
無
関
係
と
な
る
。
同
様
に
簡
２
も
張
掖
都
尉
・
農
都
尉
・
護
田
校
尉
・
県
へ
の
下
達
で
、
簡
２
そ
の
も
の
は
張

掖
都
尉
か
ら
下
達
さ
れ
て
き
た
も
の
と
見
な
せ
ば
、
県
は
簡
２
そ
の
も
の
の
下
達
経
路
と
は
無
関
係
と
な
っ
て
出
土
地
の
問
題
は
解
消

す
る
。
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四
、
再
下
達
命
令
説
で
は
簡
５
を
勧
農
掾
に
対
し
候
官
・
県
へ
の
再
下
達
を
命
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
、
こ
の
簡
５
を
承
け
て

候
官
・
県
に
下
達
す
る
勧
農
掾
発
信
の
下
達
文
書
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
簡
８
に
つ
い
て
も
塞
尉
発
信
の
候
長
宛

て
下
達
文
書
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
し
、
次
の
冊
書
は
そ

の
よ
う
な
下
達
文
書
の
存
在
可
能
性
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

13　
　

建
昭
二
年
三
月
癸
巳
朔
丁
酉
、
敦
煌
太
守
彊
・
長
史
章
・
守
部
候
脩
仁
行
丞
事
、
告

　
　
　

史
敞
、
謂
效
穀
。
今
調
史
監
置
如
牒
。
書
到
、
聽
與
從
事
、
如
律
令
。　
　
　
　
　

II90D
X

T
216
②

:243

／
七
六

14　
　

三
月
戊
戌
、
效
穀
守
長
建
・
丞　

、
謂
縣
泉
置
嗇
夫
。
寫
移
。
書
到
、
如
律　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

令
。　
　
　
　
　

／
掾
武
・
卒
史
光
・
佐
輔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

II90D
X

T
216
②

:244

／
七
六

こ
れ
は
懸
泉
置
出
土
の
「
調
史
監
遮
要
置
冊
」
と
呼
ば
れ
る
冊
書
で
、
監
遮
要
置
史
の
任
免
を
敦
煌
太
守
か
ら
效
穀
県
へ
、
さ
ら
に
懸

泉
置
へ
と
下
達
し
た
も
の
で
、
簡
13
の
前
に
被
任
免
者
の
名
籍
二
枚
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
簡
13
の
下
達
文
言
を
史
敞
に
対
し
效
穀
県

へ
の
再
下
達
を
命
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
と
、
こ
の
次
に
史
敞
が
発
信
者
と
な
り
效
穀
県
に
下
達
す
る
文
書
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、次
の
簡
14
の
発
信
者
は
史
敞
で
は
な
く
效
穀
守
丞
で
あ
る
。
こ
の
冊
書
は
ひ
も
で
編
綴
さ
れ
た
ま
ま
で
出
土
し
た
の
だ
か
ら
、

簡
13
と
簡
14
の
間
に
別
の
簡
が
存
在
し
た
可
能
性
は
無
く⑯

、
そ
の
結
果
、
こ
の
冊
書
そ
の
も
の
は
敦
煌
太
守

←

效
穀
県

←

懸
泉
置
と
下

達
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
こ
の
冊
書
そ
の
も
の
の
下
達
に
史
敞
が
関
与
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
こ
の
敦
煌
太
守

←

效
穀
県

←

懸
泉
置
と
い
う
下
達
経
路
は
、
並
行
下
達
説
に
よ
る
下
達
経
路
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、四
つ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
た
が
、「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
を
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
し
た
場
合
に
如
上
の
問
題
が
生
じ
る
一
方
で
、
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並
行
下
達
説
で
は
そ
の
よ
う
な
問
題
は
発
生
し
な
い
。
従
っ
て
、
漢
簡
の
下
達
文
言
「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
は
並
行
下
達
説
で
解
釈
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。

二　

里
耶
秦
簡
下
達
文
言
の
検
討

漢
簡
の
下
達
文
言
「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
と
里
耶
秦
簡
の
「
Ａ
敢
告
Ｂ
告
Ｃ
」
は
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、里
耶
秦
簡
の
「
敢

告
」
は
漢
簡
で
も
使
わ
れ
て
い
る
（
簡
２
・
簡
11
・
後
掲
簡
22
）
し
、
漢
簡
の
「
謂
」
は
里
耶
秦
簡
で
も
使
わ
れ
て
お
り
（
後
掲
簡
15
ａ
・
簡

16
ａ
・
簡
21
②
・
簡
23
②
）、
両
者
は
用
語
も
共
通
で
極
め
て
よ
く
似
た
形
式
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
前
章
の
検
証
結
果
に
従

え
ば
、
漢
簡
の
下
達
文
言
の
示
す
下
達
経
路
は
秦
簡
の
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う

か
。
再
下
達
命
令
説
に
つ
い
て
今
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
１
）
再
下
達
命
令
説

籾
山
が
再
下
達
命
令
説
に
考
え
至
っ
た
経
緯
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
次
の
里
耶
秦
簡
で
あ
る
（
釈

文
中
の
丸
番
号
お
よ
び
図
は
筆
者
に
よ
る
）。
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15
ａ　

廿
七
年
二
月
丙
子
朔
庚
寅
、
洞
庭
守
禮
、
謂
縣
嗇
夫
・
卒
史
嘉
・
假
卒
史
穀
・
屬
尉
。
令
曰
…
…
（
中
略
）
…
…

　
　
　

…
…
嘉
・
穀
・
尉
令
人
日
夜
端
行
。
它
如
律
令
。　
　
　

     　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     　

J1
⑯

5A
　

ｂ　

□
月
丙
辰
、
①
遷
陵
丞
歐
、
敢
告
尉
、
告
郷
・
司
空
・
倉
主
。
前
書
已
下
、
重
聽
書
從
事
。
②
尉

　
　
　

別
都
郷
・
司
空
。
司
空
傳
倉
、
都
郷
別
啓
陵
・
貳
春
。
皆
勿
留
脱
。
它
如
律

            

令
。
／
釦
手
。
丙
辰
水
下
四
刻
、
隷
臣
尚
行
。

　
ｃ　

三
月
癸
丑
、
水
下
盡
□
、
陽
陵
士
□
□
以
來
。
／
邪
手　

　

ｄ　

□
月
癸
卯
、
水
十
一
刻
刻
下
九
、
求
盜
簪
＊
陽
成
辰
以
來
。
／
羽
手　
　
　

如
手　
　
　
　
　
　
　

          J1
⑯

5B

簡
15
は
幅
広
の
木
牘
の
両
面
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
表
面
の
ａ
は
二
月
一
五
日
付
、
洞
庭
郡
守
発
信
の
縣
嗇
夫
・
卒
史
嘉
・
假
卒
史
穀
・

屬
尉
宛
て
下
達
文
書
、
裏
面
の
ｂ
は
ａ
を
承
け
て
出
さ
れ
た
三
月
一
一
日
付
、
遷
陵
県
丞
発
信
の
尉
（
・
郷
・
司
空
・
倉
主
）
宛
て
下
達

文
書
で
あ
る
。
籾
山
は
こ
の
簡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ま
ず
、
②
に
見
え
る
「
別
」
を
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
簡
16
ｂ

②
が
「
別
書
」
に
作
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
対
象
に
同
一
内
容
の
文
書
を
伝
達
す
る
こ
と
と
解
釈
し
た
上
で
、
②
は
図
Ⅰ
の
よ
う
な
尉

を
経
由
し
た
伝
達
経
路
を
指
示
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
故
、
①
は
図
Ⅱ
の
よ
う
な
伝
達
経
路
を
示
す
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
従
来

の
解
釈
に
よ
る
図
Ⅲ
の
よ
う
な
伝
達
経
路
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
。

16
ａ　

〼
年
二
月
丙
子
朔
庚
寅
、
洞
庭
守
禮
、
謂
縣
嗇
夫
・
卒
史
嘉
・
假
卒
史
穀
・
屬
尉
。
令
曰
…
…
（
中
略
）
…
…

　
　
　

…
…
嘉
・
穀
・
尉
令
人
日
夜
端
行
。
它
如
律
令
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      J1
⑯

6A

　

ｂ　

三
月
庚
戌
、
①
遷
陵
守
丞
敦
狐
、
敢
告
尉
、
告
郷
・
司
空
・
倉
主⑰

。
聽
書
從
事
。
②
尉
別
書
都
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郷
・
司
空
、
司
空
傳
倉
、
都
郷
別
啓
陵
・
貳
春
。
皆
勿
留
脱
。
它
如
律
令
。
／
釦
手
。　

庚
戌
水
下
□

　
　
　

刻
、
走
＃
行
尉
。

　
ｃ　

三
月
戊
午
、
遷
陵
丞
歐
敢
言
之
。
寫
上
。
敢
言
之
。
／
釦
手　
　

己
未
旦
、
令
史
犯
行
。

　

ｄ　

□
月
戊
申
夕
、
士
五
巫
下
里
聞
令
以
來
。
／
慶
手　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

如
手　
　
　

  J1
⑯

6B

【
図
Ⅰ
】　　
（
遷
陵
守
丞

←

）
尉　
　
　

都
郷　
　

    

啓
陵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
       　

　
　

 　
　
　

 
貳
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

司
空　
　

    

倉

【
図
Ⅱ
】　　

遷
陵
守
丞　
　
　

尉　
　
　
郷

　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
司
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
倉
〔
主
〕

【
図
Ⅲ
】　　

遷
陵
守
丞　
　
　

尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倉
〔
主
〕
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確
か
に
、
尉
と
郷
（
都
郷
）・
司
空
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
図
Ⅰ
・
図
Ⅱ
で
一
致
す
る
の
に
対
し
て
図
Ⅲ
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
が
、

啓
陵
・
貳
春
の
二
郷
と
倉
へ
の
伝
達
経
路
に
つ
い
て
は
図
Ⅰ
・
図
Ⅱ
で
も
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
①
の
「
告

郷
・
司
空
・
倉
主
」
を
尉
に
対
す
る
再
下
達
命
令
と
す
る
な
ら
ば
、
尉
が
都
郷
と
司
空
へ
は
直
接
下
達
し
な
が
ら
、
啓
陵
・
貳
春
の
二

郷
と
倉
へ
は
都
郷
・
司
空
を
介
し
て
間
接
的
に
下
達
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
・
疑
問
点
が

存
在
す
る
以
上
、
②
に
示
さ
れ
た
下
達
経
路
に
①
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
①
を
解
釈
す
る
と
い
う
方
法
に
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る

だ
ろ
う
。
以
下
、
別
の
観
点
か
ら
①
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
　
　
（
２
）「
主
」
の
意
味
す
る
も
の

簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
の
①
と
②
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
引
っ
掛
か
る
点
が
あ
る
。
②
の
「
倉
」
が
①
で
は
「
倉
主
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
主
」
は
主
管
者
・
責
任
者
の
意
味
で
、「
倉
主
」
は
倉
の
主
管
者
・
責
任
者
と
解
釈
さ
れ
て
い
る⑱

が
、
な
ぜ
①

と
②
で
表
現
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
の
簡
17
も
官
名
等
に
「
主
」
の
つ
く
例
で
あ
る
。

17　
　

卅
二
年
四
月
丙
午
朔
甲
寅
、
遷
陵
守
丞
色
敢
告
酉
陽

　
　
　

丞
主
。
令
史
下
絡
％
直
書
已
到
。
敢
告
主
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          J1
⑧

158A
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こ
の
簡
を
「
…
敢
告
酉
陽
丞
。
主
令
史
…
」
と
句
読
す
る
論
者
も
あ
る⑲

の
で
、ま
ず
こ
の
句
読
を
確
定
し
よ
う
。
王
煥
林
は
末
尾
に
「
敢

告
主
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
主
」
は
「
酉
陽
丞
」
に
つ
く
と
言
う
が
、
里
耶
秦
簡
講
読
會
は
逆
に
「
敢
告
主
」
と
「
主
令
史
」
を
対
応

さ
せ
る
考
え
も
示
し
て
お
り⑳

、「
敢
告
主
」
だ
け
か
ら
で
は
読
み
を
確
定
で
き
な
い
。
幸
い
、
同
じ
「
敢
告
主
」
と
い
う
表
現
が
睡
虎

地
秦
簡
・
封
診
式
に
見
え
る
。

18　
　

有
鞫　
　

敢
告
某
縣
主
。
男
子
某
有
鞫
、
辭
曰
、
士
五
、
居
某
里
。
可
定
名
事
里
、
所
坐
論
云
可
、
可
罪
赦
、

　
　
　

或
覆
問
毋
有
、
遣
識
者
以
律
封
守
、
當
騰
馬
、
皆
爲
報㉑

。
敢
告
主
。　
　
　
　
　
　

睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
六
〜
七

封
診
式
は
文
書
の
文
例
集
で㉒

、「
敢
告
某
主
」
で
始
ま
り
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
形
は
後
掲
簡
24
・
簡
27
に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
が
定
型
書
式
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
簡
18
に
は
冒
頭
の
日
付
と
発
信
者
名
が
無
い
が
、
簡
17
と
簡
18
が
同
一
書
式
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
封
診
式
の
簡
18
・
簡
24
・
簡
27
が
「
敢
告
某
縣
主
」
で
断
句
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
同

一
書
式
で
あ
る
簡
17
も
「
敢
告
酉
陽
丞
主
」
で
断
句
す
べ
き
で
あ
る
。
次
の
簡
19
・
簡
20
も
「
主
」
を
後
ろ
に
続
け
て
読
む
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
で
、「
主
」
で
断
句
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
。

19　
　

〼
遷
陵
守
丞
敦
狐
告
都
郷
主
。
以
律
令
從
事
。
／
逐
手
□
〼

　
　
　

甲
辰
、
水
十
一
刻
刻
下
者
十
刻
、
不
更
成
里
午
以
來
／
￡
手　
　
　
　

                  　
　
　
　
　
　
　
　
　

J1
⑯

9B

20　
　

八
月
癸
巳
、
遷
陵
守
丞
□
告
司
空
主
。
聽
書
從
事
〼
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起
行
司
空
。

　
　
　

八
月
癸
巳
、
水
下
四
刻
、
走
賢
以
来
。
／
行
手　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          　

J1
⑧

133B

里
耶
秦
簡
で
官
名
等
に
「
主
」
が
つ
く
例
は
、
上
掲
簡
の
他
に
も
次
の
簡
21
が
あ
る
。

21　

①
廿
八
年
八
月
戊
辰
朔
丁
丑
、
酉
陽
守
丞
□
敢
告
遷
陵
丞
主
。

　
　
　

亭
里
士
五
順
、
小
妾
□
餘
、
有
律
事
。
□
□
□
□
遷
□

　
　
　

令
史
可
聽
書
從
事
□
□
□
／
②
八
月
甲
午
、
遷
陵
拔
謂
都　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

              　

J1
⑨

984A

　
　
　

郷
嗇
夫
。
以
律
令
從
事
。
／
朝
手　

即
走
印
行
都
郷

　
　
　

八
月
壬
辰
、
水
下
八
刻
、
隸
妾
以
來
／
□
手　
　
　

□
手　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          　
　

J1
⑨

984B

「
主
」
で
断
句
す
る
と
「
敢
告
遷
陵
丞
主
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
簡
17
と
同
じ
形
で
あ
り
、
こ
の
断
句
で
問
題
は
無
い
。

こ
の
よ
う
に
「
主
」
で
断
句
す
る
と
、
簡
17
の
「
酉
陽
丞
主
」、
簡
21
の
「
遷
陵
丞
主
」
の
よ
う
に
「
某
県
丞
主
」
な
る
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
に
な
る
。「
主
」
が
主
管
者
・
責
任
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
県
丞
の
主
管
者
・
責
任
者
と
な
る
が
、
倉
や
都
郷
・
司
空

と
い
っ
た
機
関
・
部
局
の
主
管
者
・
責
任
者
と
い
う
の
は
あ
り
得
て
も
、
一
人
の
人
間
で
あ
る
県
丞
の
主
管
者
・
責
任
者
と
い
う
の
は

あ
り
得
な
い
だ
ろ
う㉓

。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
主
」
を
主
管
者
・
責
任
者
と
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い㉔

。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
「
官
名
等
＋
主
」
の
用
例
を
も
う
一
度
見
て
み
る
と
、
全
て
下
達
文
言
中
の
「
敢
告
」「
告
」
の
目
的
語

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
簡
19
・
簡
20
で
は
「
主
」
の
附
せ
ら
れ
た
「
都
郷
」「
司
空
」
が
同
一
簡
の
別
の
箇
所
に
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も
見
え
る㉕

が
、そ
こ
で
は
「
主
」
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、官
名
等
に
附
せ
ら
れ
る
「
主
」
は
下
達
文
言
中
の
「
敢
告
」「
告
」

の
目
的
語
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
の
①
で
は
「
倉
主
」
と
書
か
れ
る
の
に
②

で
は
「
主
」
が
つ
か
な
い
の
も
こ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
主
」
と
極
め
て
類
似
す
る
用
例
が
漢
簡
に
見
え
る
。

22　
　

〼
得
倉
丞
吉
兼
行
丞
事
、
敢
告
部
都
尉
卒
人
。
詔
書
、
清
塞
下
、
謹
候
望
、
備
蓬
火
。
虜
即
入
、
料
度
可
備
中
。
毋

            　

＝
遠
追
爲
虜
所
詐
。
書
已
前
下
。
檄
到
、
卒
人
遣
尉
・
丞
・
司
馬
、
數
循
行
、
嚴
兵
□　
　

           12

・1A(A33)

　
　
　

〼
禁
止
行
者
、便
戰
鬪
具
、驅
逐
田
牧
畜
産
、毋
令
居
部
界
中
、警
備
毋
爲
虜
所
誑
利
。
且
課
毋
状
不
憂
者
劾
。   

尉
・

            　

＝
丞
以
下
毋
忽
。
如
法
律
令
。
敢
告
卒
人
。
／
掾
延
年
・
書
佐
光
・
給
事
□　
　
　
　
　
　

       　

12

・1B(A33)

こ
れ
は
太
守
が
都
尉
に
下
し
た
檄
で
あ
る
。
簡
22
は
「
敢
告
部
都
尉
卒
人
」
で
始
ま
り
「
敢
告
卒
人
」
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
書

式
は
、秦
簡
の
「
敢
告
某
主
」
で
始
ま
り
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
書
式
と
「
卒
人
」
と
「
主
」
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
秦
簡
の
「
主
」

に
対
応
す
る
こ
の
「
卒
人
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
大
庭
脩
は
簡
22
の
「
敢
告
部
都
尉
卒
人
」
に
つ
い
て
、『
論
衡
』
謝
短
篇
に
「
両
郡

書
を
移
し
て
『
敢
え
て
卒
人
に
告
ぐ
』
と
曰
う
に
、
両
県
言
わ
ざ
る
は
、
何
と
解
す
る
や
」
と
あ
る
の
を
挙
げ
た
上
で
、
こ
の
「
敢
告

卒
人
」
に
対
し
「
敢
え
て
直
言
せ
ず
、但
だ
其
の
僕
御
に
告
ぐ
る
の
み
」
と
解
す
る
黄
暉
の
説㉖

を
紹
介
し
て
い
る㉗

。
黄
暉
が
「
敢
告
卒
人
」

の
類
例
と
し
て
挙
げ
た
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
四
年
「
虞
箴
」
の
「
敢
告
僕
夫
」
に
附
せ
ら
れ
た
杜
預
の
注
に
も
「
僕
夫
に
告
ぐ
る
は
、

敢
え
て
尊
を
斥
さ
ず㉘

」
と
あ
り
、
貴
人
に
対
し
敢
え
て
直
言
し
な
い
と
い
う
黄
暉
の
説
は
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
大
庭
は
さ

ら
に
も
う
一
歩
進
め
て
、「
敢
え
て
直
言
せ
ぬ
」
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
漢
簡
に
あ
ら
わ
れ
る
「
敢
告
」
の
用
例
は
太
守
・
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都
尉
級
の
高
官
が
直
接
兵
卒
に
語
り
か
け
る
形
で
出
す
重
要
な
布
告
に
特
定
的
に
用
い
ら
れ
る
と
言
う㉙

。
し
か
し
、「
敢
告（
都
尉
）卒
人
」

と
い
う
形
で
特
定
の
吏
の
不
正
の
調
査
や
帳
簿
の
再
点
検
を
下
達
し
た
例㉚

も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容
が
都
尉
配
下
の
兵
卒
一
人
一
人

に
語
り
か
け
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
簡
22
を
承
け
て
下
さ
れ
た
下
達
文
書
の
発
信
者
は
都
尉
で
あ
る
し㉛

、「
檄
到
ら
ば
、卒
人　

尉
・

丞
・
司
馬
を
遣
わ
し
て
…
」
と
あ
る
よ
う
に
「
卒
人
」
に
対
し
て
尉
・
丞
・
司
馬
の
派
遣
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
敢
告
部

都
尉
卒
人
」
で
示
さ
れ
る
下
達
対
象
者
は
都
尉
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
前
掲
『
論
衡
』
謝
短
篇
で
は
郡
同
士

で
文
書
を
遣
り
取
り
す
る
際
に
「
敢
告
卒
人
」
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
と
問
う
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
敢
告
卒
人
」
と
記
さ
れ
る
文
書
の

宛
先
も
郡
太
守
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故「
卒
人
」は
、敢
え
て
直
言
し
な
い
こ
と
で
敬
意
を
表
す
働
き
を
す
る
語
で
、「
陛
下
」

や
「
足
下
」
に
類
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
２
・
簡
11
で
は
発
信
者
で
あ
る
太
守
と
官
秩
の
近
い
都
尉
に
は
「
卒
人
」
が
つ
く
一

方
で
下
級
の
県32

に
は
附
い
て
い
な
い
こ
と
も
、「
卒
人
」
が
直
言
し
な
い
こ
と
で
敬
意
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
卒
人
」
が
そ
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
語
で
あ
る
な
ら
ば
、「
卒
人
」
と
類
似
の
使
わ
れ
方
を
す
る
「
主
」
も
同
様
に
文
書
受
信
者
に

対
す
る
敬
意
を
表
す
語
と
考
え
ら
れ
よ
う33

。
官
名
等
に
「
主
」
が
附
く
の
が
下
達
文
言
の
目
的
語
の
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
、「
主
」

が
受
信
者
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
語
で
あ
る
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。
簡
２
に
は
「
敢
告
張
掖
・
農
都
尉
・
護
田
校

尉
府
卒
人
、
謂
縣
」
と
あ
っ
て
、「
卒
人
」
を
附
す
べ
き
受
信
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
は
そ
の
最
後
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
様
の
働
き
を
す
る
「
主
」
も
そ
れ
を
附
す
べ
き
受
信
者
が
複
数
い
る
場
合
は
そ
の
最
後
に
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、「
遷
陵
守
丞
歐
敢
告
尉
、
告
郷
・
司
空
・
倉
主
」
と
あ
る
簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）
は
、「
主
」
よ
り
前
に
記
さ
れ
る
尉
・
郷
・

司
空
・
倉
の
全
て
に
対
し
て
下
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

漢
簡
の
「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
と
の
近
似
性
と
、
上
述
の
「
主
」
に
つ
い
て
の
考
察
結
果
か
ら
、
里
耶
秦
簡
の
「
敢
告
尉
、
告
郷
・
司
空
・

倉
主
」
も
漢
簡
と
同
様
に
並
行
下
達
説
で
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
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が
一
つ
あ
る
。
簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）
が
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
の
全
て
に
下
達
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
下
達
先

を
ま
と
め
て
「
敢
告
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
主
」
と
は
書
か
ず
、「
敢
告
尉
」
と
「
告
郷
・
司
空
・
倉
主
」
を
わ
ざ
わ
ざ
分
け
て
書
い
て

い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
書
き
方
こ
そ
再
下
達
命
令
説
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
再
下
達
命
令
説
を
否

定
す
る
た
め
に
は
こ
の
書
き
分
け
の
理
由
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
（
３
）「
敢
告
」
と
「
告
」

里
耶
秦
簡
と
睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
で
「
敢
告
」「
告
」
お
よ
び
「
謂
」
を
含
む
用
例34

を
集
め
る
と
、
簡
15
か
ら
簡
21
の
他
に
も
次

の
も
の
が
あ
る
。

23　

①
卅
四
年
六
月
甲
午
朔
戊
午
、
陽
陵
守
慶
敢
言
之
。
未
報
。
謁
追
。
敢

　
　
　

言
之
。
／
堪
手

　
　

②
卅
五
年
四
月
己
未
朔
乙
丑
、
洞
庭
叚
尉
觿
謂
遷
陵
丞
。
陽
陵
卒
署
遷

　
　
　

陵
。
其
以
律
令
從
事
。
報
之
。
當
騰
馬
。
／
嘉
手
・
以
洞
庭
司
馬
印
行
事　
　
　
　
　

敬
手　
　
　
　
　

 J1
⑨

1B

35

24　
　

覆　
　

敢
告
某
縣
主
。
男
子
某
辭
曰
、
士
五
、
居
某
縣
某
里
、
去
亡
。
可
定
名
事
里
、
所
坐
論
云
可
、
可
罪
赦
、

            ﹇
或
﹈
覆
問
毋
有
、
幾
籍
亡
、
亡
及
逋
事
各
幾
可
日
、
遣
識
者
當
騰
馬
、
皆
爲
報
、
敢
告
主
。　
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睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
一
三
〜
一
四

25　
　

告
臣　
　

爰
書
…
（
中
略
）
…
・
丞
某

　
　
　

告
某
郷
主
、
男
子
丙
有
鞫
、
辭
曰
、
某
里
士
五
甲
臣
。
其
定
名
事
里
、
所
坐
論
云
可
、
可
罪
赦
、
或
覆

　
　
　

問
毋
有
、
甲
賞
身
免
丙
復
臣
之
不
＠
。
以
律
封
守
之
、
到
以
書
言
。　
　
　
　

睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
三
七
〜
四
一

26　
　

黥
妾　
　

爰
書
…
（
中
略
）
…
・
丞
某
告
某
郷
主
。
某
里
五
大
夫
乙
家
吏
甲
詣
乙

　
　
　

妾
丙
、
曰
、
乙
令
甲
謁
黥
劓
丙
。
其
問
如
言
不
然
。
定
名
事
里
、
所
坐
論
云
可
、
或
覆
問
毋

　
　
　

有
、
以
書
言
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
四
二
〜
四
五

27　
　

〒
子　
　

爰
書
…
（
中
略
）
…
…

　
　
　
〔
敢
〕36

告
法
丘
主
。
士
五
咸
陽
才
某
里
曰
丙
、
坐
父
甲
謁
鋈
其
足
、
〒
獨
邊
縣
、
令
終
身
毋
得

　
　
　

去
〒
所
論
之
、
〒
丙
如
甲
告
、
以
律
包
。
今
鋈
丙
足
、
令
吏
徒
將
傳
及
恆
書
一
封
詣
令
史
、
可
受

　
　
　

代
吏
徒
、
以
縣
次
傳
詣
成
都
、
成
都
上
恆
書
太
守
處
、
以
律
食
。
法
丘
已
傳
、
爲
報
、
敢
告
主
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
四
六
〜
四
九

こ
れ
ら
の
簡
と
簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）
に
つ
い
て
、
発
受
信
者
と
「
敢
告
」「
告
」「
謂
」
の
組
み
合
わ
せ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。
な
お
、
受
信
者
に
「
主
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、「
県
丞
『
主
』」
の
よ
う
に
記
し
た
。
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《
里
耶
秦
簡
》

ア　

郡
守　
　
　
「
謂
」　　
　

県
嗇
夫
・
卒
史
・
仮
卒
史
・
屬　
　

         

…
…
…
…
簡
15
ａ
・
簡
16
ａ

イ　

郡
尉　
　
　
「
謂
」　　
　

県
丞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

…
…
…
…
簡
23
②

ウ　

県
令　
　
　
「
謂
」　　
　

都
郷
嗇
夫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

…
…
…
…
簡
21
②

エ　

県
丞　
　
　
「
敢
告
」　　

県
丞
「
主
」　　
　
　
　
　
　
　
　

   

…
…
…
…
簡
17
・
簡
21
①

オ　

県
丞　
　
　
「
告
」　　
　

都
郷
「
主
」　　
　
　
　
　
　
　
　

 

…
…
…
…
簡
19

カ　

県
丞　
　
　
「
告
」　　
　

司
空
「
主
」　　
　
　
　
　
　
　
　

  

…
…
…
…
簡
20

《
睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
》

キ　
　
　
　
　
　
「
敢
告
」　　

県
「
主
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

…
…
…
…
簡
18
・
簡
24
・
簡
27

ク　

県
丞　
　
　
「
告
」　　
　

郷
「
主
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

…
…
…
…
簡
25
・
簡
26

《
里
耶
秦
簡　

簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）》

ケ　

県
丞　
　
　
「
敢
告
」　　

尉
（「
主37
」）

コ　

県
丞　
　
　
「
告
」 　
　

   

郷
（「
主
」）

サ　

県
丞　
　
　
「
告
」            

司
空
（「
主
」）

シ　

県
丞　
　
　
「
告
」            

倉
「
主
」

「
敢
告
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
エ
・
キ
・
ケ
で
あ
る
が
、
エ
は
発
信
者
・
受
信
者
と
も
に
県
丞
で
、
こ
の
場
合
は
同
格
官
間
で
使
わ



秦漢時代公文書の下達形態　鷹取祐司

23

れ
て
い
る38

。
キ
で
は
発
信
者
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
簡
18
・
簡
24
・
簡
27
は
「
敢
告
」
を
用
い
文
書
末
尾
を
「
敢
告
主
」
で
結
ぶ
書

式
で
、
こ
れ
は
エ
と
同
じ
で
あ
る39

。
簡
18
・
簡
24
・
簡
27
と
同
じ
封
診
式
で
も
、
県
丞
が
郷
に
下
達
し
て
い
る
簡
25
・
簡
26
で
は
末
尾

に
「
敢
告
主
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
敢
告
」
を
用
い
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
キ
は
、
エ
と
同
じ
よ
う
に
同
格
官
間

で
遣
り
取
り
さ
れ
た
文
書
と
考
え
ら
れ
よ
う40

。
ケ
は
発
信
者
が
県
丞
、
受
信
者
が
県
尉
で
あ
る
。
漢
初
の
県
尉
と
県
丞
は
同
秩
で
あ

る41　　

の
で
、
秦
代
も
同
様
だ
と
す
れ
ば
ケ
も
同
格
官
間
で
の
文
書
と
な
る
。
以
上
、
エ
・
キ
・
ケ
の
例
か
ら
、「
敢
告
」
は
同
格
官
間
で

使
わ
れ
る
表
現
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う42

。
こ
れ
に
対
し
て
、「
告
」
の
例
は
全
て
県
丞
か
ら
県
に
属
す
る
郷
・
司
空
・
倉
へ
下
達
し
た

場
合
で
あ
る
か
ら
、「
告
」
は
上
級
官
が
下
級
官
へ
通
知
す
る
時
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、秦
簡
で
は
「
敢
告
」
と
「
告
」

が
発
受
信
者
間
の
上
下
関
係
に
よ
っ
て
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）
で
「
敢
告
尉
」
と
「
告
郷
・
司
空
・

倉
主
」
が
分
け
て
書
い
て
あ
る
の
も
、
同
格
の
官
で
あ
る
尉
に
対
す
る
「
敢
告
」
と
、
下
級
官
で
あ
る
郷
・
司
空
・
倉
に
対
す
る
「
告
」

と
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
書
き
分
け
に
関
連
し
て
、「
謂
」
と
「
告
」
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、前
掲
の
ア
〜
シ
の
中
で
、

受
信
者
に
「
主
」
が
附
け
ら
れ
て
い
な
い
の
は
「
謂
」
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
ウ
と
オ
・

ク
・
コ
で
あ
る
。
共
に
郷
へ
の
下
達
で
あ
る
が
、
県
令
が
発
信
者
の
ウ
で
は
「
謂
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
県
丞
が
発
信
者

の
オ
・
ク
・
コ
で
は
「
謂
」
で
は
な
く
「
告
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
漢
簡
で
は
、
例
え
ば
簡
８
の
よ
う
に
鄣
候
が
塞
尉
と
候
長
に
文
書

を
下
す
場
合
、
鄣
候
と
の
身
分
差
が
小
さ
い
塞
尉
に
対
し
て
は
「
告
」
を
使
い
、
身
分
差
が
大
き
い
候
長
に
対
し
て
は
「
謂
」
を
使
っ

て
い
た
が
、
こ
の
身
分
差
に
よ
る
「
謂
」「
告
」
の
使
い
分
け
が
こ
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
ウ
は
受
信
者
で
あ
る
郷
と

身
分
差
の
大
き
い
県
令
が
下
達
す
る
の
で
「
謂
」
が
使
わ
れ
、
オ
・
ク
・
コ
は
県
令
に
比
べ
て
郷
と
の
身
分
差
の
小
さ
い
県
丞
が
下
達

す
る
の
で
「
告
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
説
明
で
き
よ
う
。
受
信
者
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
「
主
」
が
「
謂
」
の
目
的
語
に
附
け
ら
れ
な
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い
の
は
、「
謂
」
が
発
受
信
者
間
の
身
分
差
が
大
き
い
場
合
に
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
４
）
里
耶
秦
簡
の
下
達
経
路

簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）
を
並
行
下
達
説
で
理
解
す
る
と
下
達
経
路
は
前
掲
図
Ⅲ
と
な
る
が
、
②
の
示
す
下
達
経
路
は
図
Ⅰ
で
あ
り
、

問
題
は
振
り
出
し
に
戻
っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）
の
示
す
下
達
経
路
が
図

Ⅲ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
②
に
つ
い
て
も
、
簡
16
ｂ
に
記
さ
れ
た
文
書
発
信
記
録
「
走
＃
行
尉
」
か
ら
遷
陵
守
丞
発
信
文
書
は

尉
に
下
達
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
故
、
簡
16
ｂ
は
②
の
経
路
で
実
際
に
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
簡
15
ｂ
の
下
達

文
言
は
こ
の
簡
16
ｂ
と
同
一
な
の
だ
か
ら
、
簡
15
ｂ
も
②
に
示
さ
れ
た
経
路
で
実
際
に
文
書
が
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
は
下
達
文
言
の
示
す
経
路
と
は
異
な
る
経
路
で
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

実
は
こ
れ
と
同
様
の
例
が
漢
簡
に
も
存
在
す
る
。

28　
　

廣
田
、以
次
傳
行
、至
望
遠
止　

�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
段
）

　
　
　

①
十
二
月
辛
未
、
甲
渠
候
長
安
・
候
史
佪
人
敢
言
之
。
蚤
食
時
、
臨
木
燧
卒
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
擧
蓬
、

　
　
　
　
　

＝
燔
一
積
薪
、
虜
即
西
北
去
。
毋
所
失
亡
。
敢
言
之
。　
／
②
十
二
月
辛
未
、
將
兵
護
民
田
官
居
延
都
尉
渭
、
城
倉

　
　
　
　

＝
長
禹
兼
行
□
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   （
下
段
Ａ
面
）

　
　
　

寫
移
。
疑
虜
有
大
衆
不
去
、
欲
竝
入
爲
寇
。
檄
到
、
循
行
部
界
中
、
嚴
教
吏
卒
、
驚
■
火
、
明
天
田
、
謹
迹
候
候
望
、
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＝
禁
止
往
來
行
者
、
定
■
火
輩
送
、
便
兵
戰
鬪
具
、
毋
爲
虜
所
萃
槧
、
已
先
聞
知
。
失
亡
重
事
。
毋
忽
。
如
律

　
　
　
　

＝
令
。
／
③
十
二
月
壬
申
、
殄
北
守
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    （
下
段
Ｂ
面
）

　
　
　

候
長
☆
・
未
央
・
候
史
包
・
燧
長
畸
等
。
疑
虜
有
大
衆
、
欲
竝
入
爲
寇
。
檄
到
、
☆
等
各
循
行
部
界
中
、
嚴
教
吏
卒
、

　
　
　
　
　

＝
定
■
火
輩
送
、
便
兵
戰
鬪
具
。
毋
爲
虜
所
萃
槧
、
已
先
聞
知
。
失
亡
重
事
。
毋
忽
。
如
律
令
。　
　

 （
下
段
Ｃ
面
）

278

・7(A10)

こ
の
簡
は
觚
（
棒
状
の
大
型
木
簡
）
に
書
か
れ
た
檄
で
、
封
泥
匣
よ
り
上
に
文
書
宛
先
が
書
か
れ
、
下
に
三
面
に
亘
っ
て
文
書
が
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
①
は
配
下
の
臨
木
燧
卒
に
よ
る
虜
発
見
を
う
け
て
、
甲
渠
候
長
安
と
候
史
佪
人
が
將
兵
護
民
田
官
居
延
都
尉
の
渭
に

そ
れ
を
報
告
し
た
上
申
文
書
、
②
は
將
兵
護
民
田
官
居
延
都
尉
の
渭
が
殄
北
候
官
へ
警
戒
体
制
を
取
る
よ
う
命
じ
た
下
達
文
書
、
③
は

殄
北
鄣
候
が
そ
れ
を
さ
ら
に
候
長
☆
・
未
央
・
候
史
包
・
燧
長
畸
等
に
下
達
し
た
文
書43

で
、
こ
の
簡
28
そ
の
も
の
は
①
②
を
承
け
て
殄

北
鄣
候
か
ら
候
長
ら
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
段
に
「
廣
田
、
以
次
傳
行
、
至
望
遠
止
」
と
あ
る
の
は
、
長
城
線
に
並
ぶ
燧
を
リ

レ
ー
し
て
廣
田
燧
か
ら
望
遠
燧
ま
で
順
次
伝
達
せ
よ
と
の
指
示
で
あ
り
、
下
達
対
象
者
の
候
長
☆
等
は
そ
の
間
の
燧
に
勤
務
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
簡
28
は
下
達
文
言
で
は
候
長
☆
・
未
央
・
候
史
包
・
燧
長
畸
等
に
並
行
し
て
下
達
す
る
と
い
う
形
を
取
り
な

が
ら
、
実
際
に
は
下
達
対
象
者
で
あ
る
候
長
ら
が
勤
務
す
る
燧
を
回
覧
形
式
で
伝
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
伝
達
経
路

を
指
示
し
て
い
る
の
が
上
段
の
「
廣
田
、
以
次
傳
行
、
至
望
遠
止
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
簡
28
の
例
か
ら
、
具
体
的
な
伝
達
経
路
を

別
に
指
示
す
る
こ
と
で
、下
達
文
言
と
は
異
な
る
経
路
で
伝
達
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
里
耶
秦
簡
の
簡
15
ｂ（
簡
16
ｂ
）

も
こ
れ
と
同
様
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
①
の
下
達
文
言
で
は
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
へ
並
行
し
て
下
達
す
る
形
を
取
り
な
が

ら
、
②
で
「
尉
別
（
書
）
都
郷
・
司
空
。
司
空
傳
倉
、
都
郷
別
啓
陵
・
貳
春
」
と
い
う
具
体
的
な
伝
達
経
路
を
別
に
指
示
す
る
こ
と
で
、
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実
際
に
は
②
の
経
路
で
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
た
い44

。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
下
達
文
言
と
は
異
な
る
経
路
で
伝
達
さ
れ
た
と
し
て
も
、
命
令
系
統
そ
の
も
の
に
何

ら
か
の
変
更
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
簡
28
の
場
合
は
、「
廣
田
、
以
次
傳
行
、
至
望
遠
止
」
と
い
う
伝
達
経
路

が
明
記
さ
れ
、
殄
北
鄣
候
の
下
達
文
書
で
記
載
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
殄
北
鄣
候
の
下
達
文
書
が
記
さ
れ
た
簡
28
そ
の
も
の
が

回
覧
形
式
で
順
次
伝
達
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
疑
い
無
く
、
長
城
線
上
の
燧
で
檄
が
受
け
渡
し
さ
れ
る
度
に
受
領
し
た
燧
長
等
を
発
信

者
と
す
る
文
書
が
追
加
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
長
城
線
上
に
並
ぶ
各
燧
に
伝
達
さ
れ
た
の
は
殄
北
鄣
候
の
下
達
命
令
な
の

で
あ
っ
て
、
檄
を
リ
レ
ー
す
る
燧
同
士
に
は
命
令
系
統
上
の
上
下
関
係
な
ど
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
、
誤
解
な
き
よ
う
確
認
し
て
お
き

た
い
。
簡
上
段
の
「
廣
田
、
以
次
傳
行
、
至
望
遠
止
」
は
あ
く
ま
で
こ
の
檄
を
伝
達
す
る
経
路
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
命
令
系

統
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
里
耶
秦
簡
の
簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
の
場
合
も
、
こ
の
簡
28
と
同
様
に
、
遷
陵
守
丞

が
発
信
し
た
簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
そ
の
も
の
が
②
の
経
路
を
回
覧
形
式
で
順
次
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
遷
陵
守
丞
発
信

の
下
達
文
書
を
受
け
取
っ
た
尉
が
自
分
が
発
信
者
と
な
る
下
達
文
書
を
追
加
し
て
郷
・
司
空
・
倉
へ
下
し
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
が
回
覧
形
式
で
伝
達
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
は
あ
く
ま
で
も
遷
陵
守
丞
の
命
令
を
受
け
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
の
命
令
系
統
は
①
の
下
達
文
言
に
示
さ
れ
て
い
る
命
令
系
統
そ
の
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
が
②
の
経
路
を
回
覧
形
式
で
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
①
の
下
達
文
言
と
②
の
伝
達
経
路
を
整

合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り45

、
さ
ら
に
は
里
耶
秦
簡
と
漢
簡
の
下
達
文
言
も
統
一
的
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
の
考
察
結
果
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
こ
う
。

・
漢
簡
の
「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
は
大
庭
説
の
通
り
「
Ａ　

Ｂ
に
告
げ
Ｃ
に
謂
う
（
Ａ
が
Ｂ
と
Ｃ
に
下
達
す
る
）」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

・
里
耶
秦
簡
の
「
Ａ
敢
告
Ｂ
告
Ｃ
」
も
漢
簡
と
同
様
に
「
Ａ　

敢
え
て
Ｂ
に
告
げ
Ｃ
に
告
ぐ
（
Ａ
が
Ｂ
と
Ｃ
に
下
達
す
る
）」
と
解
釈
す
べ

き
で
あ
る
。

・
下
達
文
言
の
「
敢
告
」
は
発
受
信
者
が
同
格
の
場
合
に
、「
告
」
は
発
受
信
者
の
身
分
差
が
小
さ
い
場
合
に
、「
謂
」
は
身
分
差
が
大

き
い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
点
、
秦
簡
・
漢
簡
と
も
概
ね
同
様
で
あ
る
。

・
下
達
文
書
で
、
発
信
者
か
ら
全
て
の
下
達
先
に
直
接
下
達
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
下
達
文
書
が
複
数
の
下
達
先
に
回
覧
形
式
で
順
次

伝
達
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

・
里
耶
秦
簡
や
睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
で
官
名
等
に
附
せ
ら
れ
る
「
主
」
は
主
管
者
・
責
任
者
を
指
す
の
で
は
な
く
、漢
簡
に
見
え
る
「
卒

人
」
と
同
様
に
、
下
達
文
言
に
お
い
て
文
書
受
信
者
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
た
め
に
附
せ
ら
れ
る
語
で
あ
る
。

以
上
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
稿
で
の
考
察
に
関
連
し
て
二
点
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
県
丞
の
位
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
漢
簡
で
は
令
・
丞
の
連
名
で
文
書
を
発
信
す
る
の
が
正
式
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
里

耶
秦
簡
で
は
県
丞
単
独
で
文
書
を
下
達
し
て
い
る
場
合
も
多
く
、
県
の
公
文
書
の
発
信
に
つ
い
て
は
県
令
と
県
丞
が
ほ
ぼ
同
等
の
権
限

を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る46

。
そ
の
一
方
で
、
県
丞
が
発
信
し
た
下
達
文
言
に
お
け
る
「
敢
告
」「
告
」「
謂
」

の
使
い
方
に
つ
い
て
秦
簡
と
漢
簡
を
比
較
し
て
み
る
と
、
秦
簡
で
は
県
尉
に
対
し
て
は
「
敢
告
」
が
、
郷
に
対
し
て
は
「
告
」
が
使
わ
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れ
て
い
た
が
、
漢
簡
で
は
県
尉
に
対
し
て
「
告
」
が
、
郷
に
対
し
て
「
謂
」
が
使
わ
れ
て
い
る47

。
先
述
の
「
敢
告
」「
告
」「
謂
」
の
使

い
分
け
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、
秦
簡
の
段
階
で
は
県
丞
と
県
尉
・
郷
の
身
分
差
は
小
さ
か
っ
た
が
、
漢
簡
の
段
階
に
な
る
と
大
き
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
語
の
使
い
分
け
だ
け
で
身
分
差
を
云
々
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
連
名
発
信
と

併
せ
て
、
秦
か
ら
漢
へ
と
替
わ
る
中
で
県
丞
の
位
置
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

も
う
一
つ
は
簡
15
と
簡
16
を
巡
る
送
付
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
簡
の
日
付
か
ら
送
付
状
況
を
整
理
す
る
と
、
二
月
一
五
日
付
の
洞

庭
郡
守
発
信
文
書
を
三
月
三
日
に
受
領
し
た
遷
陵
県
は
二
日
後
の
五
日
に
尉
な
ど
に
下
達
し
た
が
、
三
月
八
日
に
な
っ
て
同
じ
二
月

一
五
日
付
洞
庭
郡
守
発
信
文
書
を
再
び
受
領
し
た
の
で
、
三
日
後
の
一
一
日
に
尉
な
ど
に
対
し
「
前
書
已
下
、
重
聽
書
從
事
」
と
下
命

し
た
こ
と
に
な
る48

。
し
か
し
な
が
ら
、
遷
陵
県
は
な
ぜ
同
じ
二
月
一
五
日
付
の
洞
庭
郡
守
発
信
文
書
を
五
日
の
間
を
お
い
て
二
度
も
受

け
取
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。こ
の
問
題
は
秦
漢
公
文
書
の
伝
達
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
り
、

先
に
述
べ
た
回
覧
形
式
で
の
文
書
伝
達
こ
そ
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅

は
既
に
尽
き
て
お
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
余
裕
は
も
は
や
無
い
。
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
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注①　

駢
宇
騫
・
段
書
安
編
著
『
二
十
世
紀
出
土
簡
帛
綜
述
』（
文
物
出
版
社　

二
〇
〇
六
）
に
二
〇
〇
二
年
ま
で
の
出
土
状
況
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

②　

漢
代
公
文
書
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
大
庭
脩
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』（
創
文
社　

一
九
八
二
）、
同
『
漢
簡
研
究
』（
同
朋
舎
出

版　

一
九
九
二
）、
永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』（
同
朋
舎　

一
九
八
九
）、
李
均
明
・
劉
軍
『
簡
牘
文
書
学
』（
広
西
教
育
出
版
社　

一
九
九
九
）、

汪
桂
海
『
漢
代
官
文
書
制
度
』（
広
西
教
育
出
版
社　

一
九
九
九
）、
李
天
虹
『
居
延
漢
簡
簿
籍
分
類
研
究
』（
科
学
出
版
社　

二
〇
〇
三
）
な
ど
。

③　

大
庭
脩
『
木
簡
』（
学
生
社　

一
九
七
九
）
一
五
五
〜
一
五
七
頁
。

④　

例
え
ば
、
永
田
英
正
「
文
書
行
政
」（
殷
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
編
集
委
員
会
編
『
殷
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』　

汲
古
書
院　

二
〇
〇
一　

所
収
）
で
も
大
庭
説
に
基
づ
い
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
二
八
八
頁
）。

⑤　

竺
沙
雅
章
「
居
延
漢
簡
中
の
社
文
書
」（
冨
谷
至
編
『
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
朋
友
書
店　

二
〇
〇
三　

所
収
）
三
四
四
〜
三
四
六
頁
。

⑥　

籾
山
明
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
簡
概
述
」（『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
〇
六　

所
収
）
二
八
四
〜
二
八
五
頁
。

⑦　

簡
牘
資
料
は
以
下
の
も
の
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
文
書
の
発
受
信
者
と
下
達
文
言
で
あ
る
の
で
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
解
釈
は

省
略
し
た
。
な
お
、
敦
煌
・
懸
泉
置
漢
簡
に
は
原
簡
番
号
の
後
に
『
敦
煌
漢
簡
』『
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釋
粹
』
の
番
号
も
附
記
し
た
。

　
《
睡
虎
地
秦
簡
》

　
　
　

睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社　

一
九
九
〇
）

　
《
里
耶
秦
簡
》

　
　
　

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
他
「
湖
南
龍
山
里
耶
戦
国

─

秦
代
古
城
一
号
井
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三

─

一
）

　
　
　

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
他
「
湘
西
里
耶
秦
代
簡
牘
選
釈
」（『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三

─

一
）

　
　
　

里
耶
秦
簡
講
読
會
「
里
耶
秦
簡
譯
注
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
八　

二
〇
〇
四
。
正
誤
表
：
同
九　

一
四
〇
頁
）
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湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
『
里
耶
発
掘
報
告
』（
岳
麓
書
社　

二
〇
〇
六
）

　
　
　

王
煥
林
『
里
耶
秦
簡
校
詁
』（
中
国
文
聯
出
版
社　

二
〇
〇
七
）

　
《
居
延
漢
簡
》

　
　
　

労
榦
『
居
延
漢
簡　

図
版
之
部
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所　

一
九
五
七
）

　
　
　

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
居
延
漢
簡　

甲
乙
編
』（
中
華
書
局　

一
九
八
〇
）

　
　
　

謝
桂
華
他
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』（
文
物
出
版
社　

一
九
八
七
）

　
　
　

甘
肅
省
文
物
考
古
研
究
所
他
『
居
延
新
簡
釋
粹
』（
蘭
州
大
学
出
版
社　

一
九
八
八
）

　
　
　

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
他
『
居
延
新
簡　

甲
渠
候
官
』（
中
華
書
局　

一
九
九
四
）

　
《
敦
煌
・
懸
泉
置
漢
簡
》

　
　
　

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
『
敦
煌
漢
簡
』（
中
華
書
局　

一
九
九
一
）

　
　
　

胡
平
生
・
張
徳
芳
『
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釋
粹
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
〇
一
）

⑧　
『
續
漢
書
』
百
官
志
に
「
唯
邊
郡
往
往
置
都
尉
及
屬
國
都
尉
、
稍
有
分
縣
、
治
民
比
郡
」
と
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
時
代
、
辺
境
地
帯
に
お
い

て
は
太
守
管
轄
下
の
県
の
他
に
都
尉
に
直
属
す
る
県
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
後
掲
簡
４
・
簡
５
の
県
は
こ
の
都
尉
直
属
県
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ

こ
に
県
を
入
れ
て
お
い
た
。
な
お
、
都
尉
直
属
県
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
第
六
章
「
郡
都
尉
」（
日
本
学
術
振
興
会　

一
九
六
二
）、
角
谷
常
子
「
漢
代
居
延
に
お
け
る
軍
政
系
統
と
県
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」（『
史
林
』
七
六

─

一　

一
九
九
三
）
参
照
。

⑨　

秦
簡
の
「
敢
告
」
と
漢
簡
の
「
移
」
は
同
格
官
間
で
使
わ
れ
る
語
で
厳
密
な
意
味
で
は
下
達
で
は
な
い
が
、本
稿
で
は
こ
れ
ら
も
含
め
て
「
下
達
文
言
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

⑩　

竺
沙
は
「
謂
縣
。
律
曰
」
を
「
謂
う
『
縣
律
に
曰
く
…
…
」
と
解
釈
す
る
方
が
素
直
で
あ
る
と
す
る
（
竺
沙
前
掲
論
文
三
四
三
頁
）
が
、
後
掲
簡
11
は
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「
県
に
謂
う
」
と
し
か
読
め
な
い
し
、
次
例
で
は
「
氐
池
」
で
断
句
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
下
達
内
容
が
律
の
引
用
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
故
、
簡
２
を
「
謂
縣
。
律
曰
」
と
読
む
こ
と
に
問
題
は
な
い
。

　
　
　

更
始
二
年
四
月
乙
亥
朔
辛
丑
、
甲
渠
鄣
守
候
塞
尉
二
人
移
氐
池
。
律
曰
□
□
□
〼

　
　
　

□
□
□
史
驗
問
收
責
報
。
不
服
、
移
自
證
爰
書
。
如
律
令
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

E.P.C
:39

⑪　
「
張
掖
農
都
尉
」
を
張
掖
都
尉
・
農
都
尉
と
解
し
た
。
張
掖
都
尉
は
次
の
簡
に
も
見
え
、
陳
夢
家
は
郡
都
尉
と
す
る
（
陳
夢
家
『
漢
簡
綴
述
』
中
華
書

局　

一
九
八
〇　

四
一
頁
）。

　
　
　
　
　

張
掖
都
尉
章

　
　
　

肩
水
候
以
郵
行

　
　
　
　
　

九
月
庚
午
、
府
卒
孫
意
以
來　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                             74

・4(A33)

⑫　

大
庭
前
掲
『
木
簡
』
一
三
二
〜
一
四
五
頁
。
ま
た
、詔
後
行
下
の
辞
に
つ
い
て
は
、同
「
居
延
出
土
の
詔
書
冊
」（
前
掲
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収
）

参
照
。
な
お
、
鄣
候
発
信
文
書
で
本
文
所
掲
の
も
の
の
他
に
「
下
…
謂
…
」
の
形
の
も
の
が
一
例
あ
る
。

　
　
　

九
月
甲
戌
、
甲
渠
候　
　

下
尉
、
謂
第
四
候
長
憲
等
。
承
書
從
事
、
下

　
　
　

當
用
者
如
詔
書
。
書
到
言
。　

￠　

兼
尉
史
嚴　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 E.P.F22:452

　

こ
の
簡
は
詔
後
行
下
の
辞
で
あ
る
が
、
詔
後
行
下
の
辞
で
こ
の
簡
の
よ
う
に
「
下
」
と
「
謂
」
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
他
に
確
認
で
き
な
い
。

そ
れ
故
、
こ
の
簡
は
詔
書
下
達
の
場
合
の
下
達
文
言
と
詔
書
以
外
の
場
合
の
そ
れ
と
を
混
同
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
考
察
対
象
か
ら
外
し
た
。

⑬　

簡
２
・
簡
11
の
よ
う
に
「
敢
告
…
謂
…
」
と
な
る
場
合
も
、「
告
」
と
「
謂
」
は
常
に
こ
の
順
に
な
る
。

⑭　

簡
２
の
県
を
都
尉
直
属
県
と
見
な
し
た
と
し
て
も
、県
宛
の
下
達
文
書
が
候
官
を
通
過
す
る
こ
と
は
な
い
。な
お
、簡
３
も
県
宛
の
下
達
文
書
で
あ
る
が
、

簡
３
が
出
土
し
た
懸
泉
置
は
次
掲
の
簡
に
見
え
る
よ
う
に
效
穀
県
所
属
の
機
関
で
、
後
掲
簡
13
〜
14
の
よ
う
に
效
穀
県
か
ら
文
書
が
下
達
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
故
、
簡
３
に
つ
い
て
は
県
宛
に
な
っ
て
い
て
も
問
題
は
な
い
。

　
　

效
穀
縣
泉
置
嗇
夫
光
、
以
亭
行
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
.Q

.C
:1

／1290
⑮　

四
月
丙
子
、
肩
水
騂
北
亭
長
敞
以
私
印
兼
行
候
事
、
謂
關
嗇
夫
吏
。
寫
移
。
書

    　

□
如
律
令
。　

令
史
熹
・
光
・
博
・
尉
史
賢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     29

・7(A32)

⑯　

前
掲
『
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釋
粹
』
六
九
頁
の
【
注
釋
】
に
拠
れ
ば
、
出
土
時
、
こ
の
四
簡
は
こ
れ
ら
と
無
関
係
の
内
容
の
記
さ
れ
た
別
の
二
簡
と
共
に
二

本
の
縄
で
編
綴
さ
れ
て
い
た
。
出
土
時
の
編
綴
は
文
書
送
付
時
の
編
綴
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、無
関
係
の
二
簡
と
併
せ
て
編
綴
す
る
際
に
、

冊
書
の
途
中
の
簡
だ
け
を
わ
ざ
わ
ざ
外
す
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
の
冊
書
は
も
と
も
と
こ
の
四
簡
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑰　
「
告
郷
司
空
倉
主
」
を
「
告
貳
春
郷
司
空
倉
主
」
と
す
る
釈
文
も
あ
る
が
、王
煥
林
前
掲
書
の
指
摘
（
一
一
三
頁
）
す
る
通
り
「
貳
春
」
は
誤
り
で
あ
る
。

⑱　

青
木
俊
介
「
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
縣
の
部
局
組
織
に
つ
い
て
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
九　

二
〇
〇
五
）
一
〇
四
頁
、
陳
治
国
「
里
耶
秦
簡

　

”守”
　　　

和
”守
丞”

　　

 

釈
義
及
其
他
」（『
中
國
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
六

─

三
）
五
九
頁
、
王
煥
林
前
掲
書
一
〇
九
頁
。
な
お
、
青
木
は
「
主
」「
守
」
共
に
官
嗇

夫
を
指
す
と
す
る
。

⑲　

李
学
勤
「
初
読
里
耶
秦
簡
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三

─

一
）
七
四
頁
、
里
耶
秦
簡
講
読
會
前
掲
譯
注
一
〇
一
頁
。

⑳　

王
煥
林
前
掲
書
五
六
頁
。
里
耶
秦
簡
講
読
會
前
掲
譯
注
一
〇
一
頁
。

㉑　

前
掲
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
は
「
當
騰
、
騰
皆
爲
報
」
に
作
る
が
、
籾
山
の
指
摘
に
従
い
改
め
た
。
籾
山
前
掲
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
簡
概
述
」
二
八
五

〜
二
八
六
頁
。
後
掲
簡
24
に
つ
い
て
も
同
じ
。

㉒　

籾
山
明
「
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史―

―
基
本
史
料
の
研
究―

―

』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
三
）
一
〇
七
頁
。

㉓　

王
煥
林
は
簡
17
の
「
酉
陽
丞
主
」
を
酉
陽
県
丞
の
主
管
と
解
釈
し
、
秦
県
の
守
丞
は
一
人
に
限
ら
ず
、
ま
た
、
丞
と
守
丞
が
同
時
に
置
か
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
、
県
丞
宛
文
書
に
は
「
主
」
を
附
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
書
五
五
〜
五
六
頁
）
が
、
同
じ
県
丞
宛
下
達
文
書
で
あ
り
な
が
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ら
簡
23
②
で
は
「
主
」
は
附
い
て
い
な
い
。
確
か
に
里
耶
秦
簡
に
は
短
い
期
間
に
複
数
の
守
丞
の
名
が
見
え
る
が
、
守
丞
が
同
時
に
複
数
置
か
れ
た
こ

と
を
直
接
示
す
史
料
は
無
い
し
、
王
の
こ
の
理
解
に
従
え
ば
、
簡
18
・
簡
24
・
簡
27
に
は
「
某
県
主
」「
法
丘
主
」
と
あ
る
の
で
複
数
の
県
令
・
守
令
の

存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
或
い
は
、
こ
の
「
某
県
主
」
や
「
司
空
主
」「
都
郷
主
」「
倉
主
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
関
・
部
局
の
責

任
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
複
数
の
官
吏
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
某
県
丞
主
」
の
場
合
と
「
主
」

の
意
味
合
い
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
下
達
文
言
に
「
主
」
が
附
く
か
否
か
は
「
敢
告
」「
告
」
と
「
謂
」
と
の
使
い
分
け
に
対
応
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
王
の
理
解
で
は
こ
の
対
応
を
説
明
で
き
な
い
。

㉔　

青
木
前
掲
論
文
で
はJ1

⑧
133

（
本
稿
簡
20
）
を
取
り
上
げ
て
、司
空
と
い
う
部
局
に
下
さ
れ
た
文
書
の
宛
先
人
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
司
空
主
」

は
司
空
の
主
管
者
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
都
郷
の
主
管
者
と
思
し
き
も
の
がJ1

⑨
984AB

（
本
稿
簡
21
）
で
は
「
都
郷
嗇
夫
」、J1

⑯
9B

（
本

稿
簡
19
）
で
は
「
都
郷
主
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
嗇
夫
」
が
「
主
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
る
（
一
〇
四
〜

一
〇
五
頁
）
が
、「
某
県
丞
主
」
に
つ
い
て
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
司
空
へ
下
さ
れ
た
文
書
の
宛
先
人
が
「
司
空
主
」
と
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
、「
主
」
が
主
管
者
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
青
木
論
文
以
外
の
注
⑱
所
掲
論
文
で
は
「
主
」
を
主
管
者
・
責

任
者
と
す
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

㉕　

簡
19
は
そ
の
表
面
に
「
都
郷
」
が
見
え
る
。

　
　

廿
六
年
五
月
辛
巳
朔
庚
子
、
啓
陵
郷
□
敢
言
之
。
都
郷
守
嘉
言
、
渚
里
□
〼

　
　

劾
等
十
七
戸
徙
都
郷
、
皆
不
移
年
籍
。
令
曰
移
言
。・
今
問
之
、
劾
等
徙
〼

　
　

書
告
都
郷
曰
、
啓
陵
郷
未
有
牒
、
毋
以
智
劾
等
初
産
至
今
年
數
。
〼

　
　

□
□
□
謁
令
都
郷
具
問
劾
等
年
數
。
敢
言
之
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 J1
⑯

9A

㉖　
「
敢
告
卒
人
」
蓋
與
左
傳
虞
箴
「
敢
告
僕
夫
」、
揚
雄
州
箴
「
敢
告
在
階
」「
敢
告
執
御
」
義
同
。
不
敢
直
言
、
但
告
其
僕
御
耳
。（
黄
暉
『
論
衡
校
釈
』



立命館東洋史學　第 31號

34

卷
一
二　

謝
短
篇
）

㉗　

大
庭
前
掲
『
漢
簡
研
究
』
一
一
二
〜
一
一
三
頁
。

㉘　
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
四
年
「
獸
臣
司
原
、
敢
告
僕
夫
」〔
注
〕
獸
臣
、
虞
人
。
告
僕
夫
、
不
敢
斥
尊
。

㉙　

大
庭
前
掲
『
漢
簡
研
究
』
一
一
三
頁
。

㉚　
　

建
始
元
年
九
月
辛
酉
朔
乙
丑
、
張
掖
大
守
良
・
長
史
威
・
丞
宏
、
敢
告
居
延
都
尉
卒
人
。
言
殄
北
守
候
塞
尉
護
・
甲
渠

　
　
　

候
誼
、
典
吏
社
、
受
致
廛
飯
黍
肉
。
護
直
百
卅
六
、
直
百
卌
二
。
五
月
五
日
、
誼
以
錢
千
五
百
、
償
所
斂
吏
社
錢
。
有

　
　
　

書
。
護
受
社
廛
不
謹
、
誼
所
以
錢
千
五
百
償
吏
者
審
、
未
發
覺
。
誼
以
私
錢
償
□
罪
名
。
書
到
、
如　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  E.P.T
52:99

　
　
　

〼
□
長
丞
拘
校
、
必
得
事
實
、
牒
別
言
。
與
計
偕
、
如
律
令
。
敢
告
卒
人
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                           E.P.T
53:33A

㉛　

次
掲
の
Ｃ
面
が
簡
22
Ａ
Ｂ
面
の
太
守
発
信
文
書
を
承
け
て
下
さ
れ
た
下
達
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
発
信
者
は
都
尉
代
行
と
丞
代
行
で
あ
る
。

　
　
　

〼
都
尉
事
・
司
馬
丞
登
行
丞
事
、
謂
肩
水
候
官
。
寫
移
。
檄
到
、
如
大
守
府
檄
書
律
令
。
／
卒
史
安
世
・
屬
樂
世
・
書
佐
延
年　

  12

・1C
(A33)

㉜　
『
漢
書
』
卷
一
九
上　

百
官
公
卿
表
上
に
よ
る
と
、
太
守
は
二
千
石
、
都
尉
は
比
二
千
石
、
県
令
は
千
石
〜
六
百
石
、
県
長
は
五
百
石
〜
三
百
石
で
あ
る
。

㉝　

し
か
し
な
が
ら
、「
主
」
の
字
義
か
ら
す
る
と
、「
卒
人
」
の
よ
う
に
敢
え
て
直
言
し
な
い
た
め
に
付
け
加
え
ら
れ
た
語
と
は
考
え
に
く
い
。
或
い
は
、

も
と
は
単
に
担
当
者
を
指
す
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
敬
意
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

㉞　

里
耶
秦
簡
に
は「
下
」の
用
例
が
一
例
あ
る
が
、漢
簡
で
は「
下
」は「
告
」「
謂
」と
は
使
用
法
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、こ
こ
で
は
除
外
し
た
。

　
　
　

四
月
丙
午
朔
癸
丑
、
遷
陵
守
丞
色
、
下
少
内
。
謹
案
致
之
。
書
到
言
。
署
金
布
發
。
它
如

　
　
　

律
令
。
／
欣
手
／
四
月
癸
丑
、
水
十
一
刻
刻
下
五
、
守
府
快
行
少
内
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

J1
⑧

156

35　

J1
⑨

2

か
らJ1

⑨
12

に
も
こ
の
簡
と
同
じ
「
卅
五
年
四
月
己
未
朔
乙
丑
、
洞
庭
叚
尉
觿
謂
遷
陵
丞
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は

J1
⑨

1

と
全
く
同
一
な
の
で
、
本
文
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
。
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㊱　

こ
の
部
分
を
前
掲
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
で
は
「
…
敢
告
。
告
法
丘
主
…
」
に
作
る
。「
…
敢
告
。
敢
告
法
丘
主
…
」
で
あ
れ
ば
簡
17
・
簡
18
・
簡
24

と
同
じ
く
「
敢
告
某
主
」
で
始
ま
り
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
書
式
と
な
る
。
簡
27
が
「
敢
告
法
丘
主
」
で
は
な
く
「
告
法
丘
主
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
敢
」
の
重
文
符
号
を
つ
け
忘
れ
た
か
、
或
い
は
、
図
版
を
見
る
と
「
敢
」
字
の
部
分
が
不
明
瞭
な
の
で
整
理
小
組
が
重
文
記
号
を
読
み
取
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
告
某
県
主
」
と
い
う
例
が
他
に
見
え
な
い
の
で
、ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
て
「
敢
」
を
補
っ
て
お
く
。

㊲　

簡
15
ｂ
①
（
簡
16
ｂ
①
）
で
直
接
「
主
」
が
つ
く
の
は
「
倉
」
だ
け
で
あ
る
が
、「
主
」
は
「
倉
」
よ
り
前
の
「
尉
」「
郷
」「
司
空
」
に
も
掛
か
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
括
弧
付
き
で
示
し
た
。

㊳　

陳
治
国
「
従
里
耶
秦
簡
看
秦
的
公
文
制
度
」（『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
七

─

一
）
も
簡
17
を
挙
げ
て
同
級
官
署
に
対
し
て
文
書
を
発
信
す
る
場
合
に

「
敢
告
」
を
用
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

㊴　

エ
の
簡
21
①
に
は
文
書
末
尾
の
「
敢
告
主
」
が
無
い
が
、
末
尾
部
分
の
「
令
史
可
聽
書
從
事
□
□
□
」
は
注
㊵
所
掲
の
鳳
凰
山
一
六
八
号
漢
墓
出
土
竹

牘
の
「
可
令
吏
以
從
事
。
敢
告
主
」
と
よ
く
似
た
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
釈
読
不
明
の
三
字
が
「
敢
告
主
」
と
思
わ
れ
る
。
王
煥
林
は
こ
の
釈
読
不
明

の
三
字
に
「
敢
告
主
」
を
補
っ
て
い
る
（
王
煥
林
前
掲
書
一
〇
〇
頁
）。

㊵　

黄
泉
文
書
で
は
あ
る
が
、
前
漢
文
帝
期
に
比
定
さ
れ
る
次
掲
の
鳳
凰
山
一
六
八
号
漢
墓
出
土
竹
牘
も
「
敢
告
」
を
用
い
文
書
末
尾
を
「
敢
告
主
」
で
結

ぶ
書
式
で
、
江
陵
丞
か
ら
地
下
丞
へ
と
同
格
官
間
で
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
紀
南
城
鳳
凰
山
一
六
八
号
漢
墓
発
掘
整
理
組
「
湖
北
江
陵

鳳
凰
山
一
六
八
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
七
五

─

九
）
参
照
。

　
　
　

十
三
年
五
月
庚
辰
、
江
陵
丞
敢
告
地
下
丞
。
市
阻
五

　
　
　

大
夫
燧
少
言
、
與
大
奴
良
等
廿
八
人
、
大
婢
益
等
十
八
人
、
軺
車

　
　
　

二
乘
、
牛
車
一
兩
、
駟
馬
四
匹
、
＆
馬
二
匹
、
騎
馬
四
匹
、

　
　
　

可
令
吏
以
從
事
。
敢
告
主
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

江
陵
鳳
凰
山
一
六
八
号
漢
墓
出
土
竹
牘  
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㊶　

次
掲
の
張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
に
よ
れ
ば
、
丞
と
尉
の
秩
は
共
に
県
令
の
半
分
で
あ
る
。

　
　
　

胡
、
夏
陽
、
彭
陽
…
（
中
略
）
…
秩
各
八
百
石
、
有
丞
・
尉
者
半
之
、
司
空
・
田
・
郷
部
二
百
石
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
四
四
七
〜
四
五
〇
（
秩
律
）

　
　
　

汾
陰
、
汧
、
杜
陽
…
（
中
略
）
…
秩
各
六
百
石
、
有
丞
・
尉
者
半
之
、
田
・
郷
部
二
百
石
…
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
四
五
一
〜
四
六
四
（
秩
律
）

　

張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
に
つ
い
て
は
、張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組『
張
家
山
漢
墓
竹
簡〔
二
四
七
号
墓
〕』（
文
物
出
版
社　

二
〇
〇
一
）参
照
。

㊷　

漢
簡
の
「
敢
告
」
は
簡
２
・
簡
11
に
見
え
る
よ
う
に
、
秩
二
千
石
の
郡
太
守
か
ら
比
二
千
石
の
都
尉
へ
と
い
う
ほ
ぼ
同
格
の
官
の
場
合
に
限
ら
れ
て
お

り
、
同
格
官
間
で
「
敢
告
」
を
使
う
点
、
秦
簡
と
概
ね
同
じ
と
言
え
る
。

㊸　

簡
の
下
端
が
折
れ
て
い
る
の
で
③
部
分
の
釈
文
に
缺
字
が
あ
る
が
、
下
段
Ｃ
面
冒
頭
の
「
候
長
☆
・
未
央
、
候
史
包
、
燧
長
畸
等
」
が
文
書
の
下
達
先

で
あ
る
こ
と
は
記
載
形
式
か
ら
疑
い
無
い
。

㊹　

一
般
に
、
秦
漢
時
代
の
公
文
書
は
発
信
者
の
印
で
封
印
さ
れ
、
簡
28
の
場
合
も
殄
北
鄣
候
の
印
が
封
泥
匣
に
押
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
封
泥
匣
の

無
い
簡
15
ｂ
（
簡
16
ｂ
）
の
場
合
は
、
次
掲
の
睡
虎
地
秦
簡
・
法
律
答
問
に
「
復
た
封
し
て
它
縣
に
傳
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
文
書
受

領
者
が
受
領
文
書
そ
の
も
の
を
再
び
自
印
で
封
印
し
て
次
に
送
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

發
僞
書
、
弗
智
、
貲
二
甲
。
令
咸
陽
發
僞
傳
、
弗
智
、
即
復
封
傳
它
縣
、
它
縣
亦
傳
其
縣
次
、
到
關
而
得
、
今
當
獨
咸
陽
坐
以
貲
、
且
它

　
　
　

縣
當
盡
貲
。
咸
陽
及
它
縣
發
弗
智
者
當
皆
貲
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

        

睡
虎
地
秦
簡
・
法
律
答
問
五
七
〜
五
八

㊺　

回
覧
形
式
に
よ
る
文
書
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
第
四
点
に
つ
い
て
若
干
補
足
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
第
四
点
は
、「
Ａ

告
Ｂ
謂
Ｃ
」
を
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
す
る
と
Ａ

←

Ｂ

←

Ｃ
と
下
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
Ｂ
発
信
の
下
達
文
書
は
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、Ｂ
が
Ａ
発
信
の
下
達
文
書
を
回
覧
形
式
で
Ｃ
に
下
達
し
た
と
す
れ
ば
、Ｂ
発
信
の
下
達
文
書
が
存
在
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
簡
13
・
14
で
は
「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
と
あ
る
内
の
Ａ
と
Ｃ
の
発
信
文
書
は
存
在
し
て
い
る
の
で
、
Ｂ
だ
け
が
回
覧
形
式
で
下
達

し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
の
み
回
覧
形
式
で
下
達
す
る
合
理
的
な
理
由
が
説
明
で
き
な
い
限
り
、「
Ａ
告
Ｂ
謂
Ｃ
」
の
Ｂ
だ
け
に
回
覧
形
式
で
の

下
達
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
第
四
点
以
外
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
回
覧
形
式
を
想
定
し
た
と
し
て
も
再
下
達
命
令
説
の
問
題

点
は
解
消
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
章
で
の
検
証
の
結
論
自
体
に
変
更
を
加
え
る
必
要
は
な
い
。

㊻　

高
村
武
幸
『
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
八
）
三
一
三
頁
。

㊼　
　

〼
居
延
丞
竟
、
告
尉
、
謂
東
西
郷
□
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   484

・23(A8)

簡
上
端
が
折
れ
て
い
る
が
、
令
丞
連
名
発
信
の
時
は
「
七
月
丁
酉
、
居
延
令
弘
・
丞
□
、
移
過
所
懸
」（218

・1(A32))

の
よ
う
に
「
丞
」
の
前
に
は
県

名
が
こ
な
い
の
で
、
こ
の
簡
は
県
丞
単
独
発
信
と
わ
か
る
。

㊽　

王
煥
林
前
掲
書
一
七
三
頁
。
た
だ
し
王
は
、
簡
15
ａ
（J1

⑯
6A

）
に
記
さ
れ
る
洞
庭
郡
守
発
信
文
書
は
、
三
月
一
一
日
に
遷
陵
守
丞
が
二
度
目
の
下

達
文
書
を
送
る
時
に
一
度
目
の
下
達
文
書
の
内
容
を
抄
録
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

〔
附
記
〕  

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
度
立
命
館
東
洋
史
学
会
大
会
（
二
〇
〇
七
年
八
月
二
六
日
、
於
末
川
記
念
会
館
）
で
の
発
表
原
稿
を
大
幅
に
改
訂
し
た
も
の
で

あ
る
。
当
日
、
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）


